
０９０－５８２９−３１１１

伊予市伊予市

１世帯につき５，０００円
（申請は１世帯１回まで）

・申請時点で愛媛県外に住民票が有ること

・未成年でないこと

・申請日までに「いよりん」で移住相談を行い、　

　現地でアテンドを受けること

公式LINEからもお気軽にご連絡ください☞

お試し滞在補助金お試し滞在補助金

https://www.iyorin.jp/
伊予市移住サポートセンター「いよりん」

補  助  額

条 　 　 件

宿泊不要 レシートの提出不要 日帰りでもOK

伊予市の移住ワンストップ窓口「いよりん」に移住相談して、

現地のアテンドを受けた方に、補助金を交付します！！


